
【府省等名：公正取引委員会】

具体的な取組時期・内容 具体的な成果・課題・今後の取組

・フレックスタイム制の普及のため、毎年、新規採用者に対し制度について記載した資料
を配付し、また制度改正の際には改正点をまとめた資料を職員ポータルに掲示し周知し
た。

・令和３年度から令和６年度にかけて、職員テレワーク月間の際に、職員に対し、テレ
ワーク中のコミュニケーションツール活用方法、テレワーク勤務の更なる活用に向けた留
意点、「テレワークの活用好事例・TIPs集」を紹介することにより、テレワークの実施に
当たっての考え方を周知している。

・令和５年度にはテレワークの実施申請・実施結果報告における報告事項を簡素化、令和
６年度にはテレワークの実施結果報告を廃止するなど、テレワークの実施に必要な手続の
簡略化を実施した。

・令和５年３月に、自身でPCを所有しない職員でもテレワークが行えるよう、関連規定を
見直すとともにクライアントPCの設定の変更を実施し、クライアントPCを持ち帰ってテレ
ワークができる環境を整備した。

・令和６年12月時点で約６割の職員がフレックスタイム制を利用しており、育児介
護等の理由に関わらず、職員全体に対し制度が普及していると考える。

・今後も職員ポータル等を利用し定期的に周知し、制度の普及に努める。

調
査

・令和３年７月から当委員会独自の勤務時間管理システムを地方事務所・支所を含め全局
的に導入し、そのシステムにおいて、勤怠情報、フレックスタイム、超過勤務等の登録を
行っている。登録された超過勤務については累計時間数を含め管理職が随時確認できるよ
う措置しており、超過勤務の上限を超える可能性のある課室員を把握する等、課室員のマ
ネジメントに活用することができる。また、各課室員自身も超過勤務について過去の実績
を含め確認することができるため、自身の業務管理等に活用することができる。

・各課室において定めている月一完全定時退庁日の実施状況や各課室の月別超過勤務状況
等について、人事課から各部局・地方事務所・支所に対し、毎月フィードバックを行い、
各課室等の超過勤務状況を共有することにより、勤務時間管理への意識を高めている。

・令和６年度は前年度に比べ超過勤務時間が増加傾向にあり、超過勤務の縮減は今
後も課題である。

・今後も引き続き、各課室において定めている月一完全定時退庁日の実施状況や各
課室の月別超過勤務状況等について、人事課から各部局・地方事務所・支所に対
し、毎月フィードバックを行い、各課室等の超過勤務状況を共有する。あわせて、
超過勤務時間が増加傾向にある課室等の管理職に対し、増加理由の確認及び今後の
超過勤務時間数の見込み等の検証を依頼し、必要に応じてフォローアップを行う。

・上記の取組により、勤務時間管理及び超過勤務縮減への意識を高める。

本省

地方支分部局等
（時期、範囲等）

【マネジメント改革に関する取組】
・人事課内で共有を受けた職員アンケート、エンゲージメントサーベイに係る調査結果等
を受けて、これらを参考に研修のテーマを検討し、令和３年度以降、毎年、新任管理職研
修（マネジメント能力向上等）及びワークライフバランスの推進やハラスメント防止等の
ための管理職研修を実施している。

・令和３年11月から、内閣人事局が作成した「国家公務員のためのマネジメントテキス
ト」をファイル共有に掲載し、管理職に周知した。その後、改訂ごとに再周知した。

・令和４年度以降、毎年度、内閣人事局が実施する「マネジメント能力向上のための管理
職向けeラーニング」について、新任管理職が受講している。

・令和６年９月、内閣人事局の職員を講師として「マネジメントテキスト改訂版を用いた
マネジメント研修」を実施し、管理職及び課長補佐級職員が受講した。また、研修動画を
掲示板に掲載した。

・令和３年11月に、内閣人事局が実施する「新任管理者セミナー」について、新任管理職
が受講した。

・令和４年度以降、毎年度、内閣人事局が実施する「新任管理者マネジメントセミナー」
について、新任管理職が受講している。

【マネジメント改革に関する取組】
・新任管理職研修やワークライフバランスの推進やハラスメント防止等のための管
理職研修参加者からは「講義内容に満足、今後の業務遂行に役立つ」との意見が出
ており、具体的・実践的なものとしてほしいとの要望があることから、令和７年度
以降も管理職のニーズを踏まえつつ、継続して施策を実施予定。

テレワーク実施状況

令和６年11月（テレワーク月間）にテレワークを実施した本省職員の割合は約53％
（うち、概ね週１回以上テレワークを実施した本省職員の割合は約27％）

国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画等のフォローアップ
（令和７年度）

項目

１－２．柔軟な働き方の推進

・令和３年10月の人事評価制度改正後から、管理職に対して、人事評価において、業績目
標の一項目に「マネジメント目標の設定」として、業務見直し・効率化、業務の割り振
り、部下職員との対話、部下職員の長時間労働の抑制等の目標を１つ以上設定することと
している。また、令和５年10月１日からの定期評価以降、全職員に対し、期末に期間中の
業務の振り返りを行い、自己申告の際に、自ら期間中に業務に関して工夫して取り組んだ
こと、従来の手法を変更して取り組んだこと等について可能な限り記載することを周知。
加えて、次期目標の設定に当たって、必ずしもコスト減にならないとしても課室等の課題
や業務をより良くするために取り組んだ方が良いことは何かについて振り返りを行い、可
能な場合には業務改善の観点からの目標を設定するよう努めることを周知した。

・令和３年度から令和６年度にかけて、職員から寄せられた業務改善の提案について、結
果として採用に至らず情報として蓄積することとなったものも含め、検討の過程や結果を
逐次共有することで、組織としての課題や取組状況を職員に見えるようにしている。令和
６年度には業務改善提案及び各課室・個人が取り組んだ業務改善に係る実施報告の合計が
62件に上っている（内訳としては業務改善提案49件（うち24件採用）、業務改善実施報告
13件）。

・令和５年11月から、更なるITの利活用を促進する観点から、業務改善に関する職員から
寄せられた提案のうち、業務の効率化に資するIT技術の導入や生成AIの業務利活用等に向
けた検討などを行う「公取委ITプロジェクトスタッフ」の活動が開始され、令和７年３月
末時点において10名の職員が登録している。

・平成27年度以降、職員から寄せられた業務改善の提案のうち、特に優秀な提案について
選定し、表彰を行っている。令和６年度には、不要な業務の廃止や削減を目的とする「業
務スクラップ」に着目した表彰制度を新たに導入したほか、人事評価において記載された
各課室の業務改善についての取組も選考の対象とし、優秀な取組について表彰を行ってい
る。

・令和５年３月に、本局庁舎においてWi-Fi環境を整備した。また、職員の使用するパソコ
ンを順次、14インチの持ち運べるものに交換を進めることにより、ペーパーレスで業務を
遂行するための環境整備を行った。

・従来から、管理職以上が集う主要な会議をペーパーレスで実施している。令和５年７月
から12月にかけては、総長説明・委員会の会議87件のうち76件（87％）で、令和６年１月
からは、全ての総長説明・委員会の会議でペーパーレス会議を実施した。また、引き続き
総長レク・委員会レク申請受付時の案内に、当該レクをペーパーレスで実施することを案
内している。

・本局庁舎内のペーパーレス会議の一層の促進のため、無線LAN環境を整備した。

・令和３年10月以降、管理職は業務見直し・効率化等のマネジメント目標を設定す
ることを意識するようになった。

・令和５年10月以降、一般職員も業務改善の観点からの目標を設定することを意識
するようになった。

・令和３年度と令和６年度を比較し、業務改善提案及び業務改善実施報告の合計件
数が37件から62件へと25件増加し、自主的な業務改善実施の定着が見られる

・令和６年度から開始した「業務スクラップ」の表彰制度の取組の一環で、特定の
業務における不要な決裁手続等の廃止やテレワーク実施報告の廃止等、制度面での
改善を実施し、これらに係る業務時間を全て削減。

・令和７年度中の庁舎移転を契機とした更なる業務効率化の検討を行う。

・令和６年１月以降、管理職以上が集う主要な会議（全ての総長説明・委員会の会
議）においてペーパーレスでの実施率100％を実現。

１－１．業務見直し・デジタル化の推進

２．超過勤務時間の縮減

調
査

勤務時間管理
のシステム化
の状況

導入済み又は令和７年度までに導入予定

導入済み

３．マネジメント改革



【府省等名：公正取引委員会】

具体的な取組時期・内容 具体的な成果・課題・今後の取組

国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画等のフォローアップ
（令和７年度）

項目

・令和６年度に、育児中職員のキャリア形成支援の一環として、仕事と育児の両立に関す
る情報提供（育児休業等を取得した職員のキャリアや経験談等の周知）を行った。

・霞が関近辺の保育所状況について、掲示板にて毎月情報を提供している。

・令和３年度以降、育児関連支援サービスの充実として、育児に関する相談先等の情報を
掲示板にて周知しているほか、令和４年度からは福利厚生サービスの委託事業者に対しベ
ビーシッター補助等の利便性の向上を定期的に働きかけている。

・令和２年４月１日からの定期評価以降、幹部職員、管理職及び部下に男性職員を有する
職員等において、業績目標に、男性職員の育児休業等の取得を促進するための取組に係る
目標を設定するよう、イントラネットを通じて周知し、当該取組の適切な実施について当
該職員の人事評価に反映させている。

・令和３年度から令和６年度の８～９月において、ワークライフバランス推進強化月間を
実施し、うち１週間程度を「超過勤務縮減強化期間」として、原則、超過勤務を命じない
こととするとともに、夏季休暇と合わせて連続５日以上の休暇の取得促進や、勤務間イン
ターバルの確保の必要性、フレックスタイム制等の活用方法等の情報提供を行った。ま
た、事務総長から、業務の効率化や休暇取得の促進などについてメッセージを発信した。

・今後も職員のニーズの把握に努め、職員のキャリア形成に資する情報提供の実施
を検討する。

・福利厚生サービスによる育児支援の利用状況は、令和４年度から令和６年度にか
けて増加傾向にある。令和７年度以降の福利厚生サービスの選定に際しては、育児
支援サービスの内容を重視しており、今後も継続して提供サービスの充実を検討し
ていく。

・男性職員の育児休業取得率は、目標設定時の令和元年度には40.0％だったのが、
令和２年度60.0％、令和３年度87.5％、令和４年度80.0％、令和５年度100.0％と、
着実に上昇しており、男性職員の育児への参加の意識が高まっている。

数
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・令和３年度から令和６年度にかけて、独自の女子学生向け業務説明会の開催、内閣人事
局や人事院が主催する女子学生向けの業務説明会への参加など、女性職員の採用に向けた
積極的な採用活動を行っている。採用者に占める女性割合の拡大に寄与していると考えら
れるところ、継続して行っていきたい。

・新規採用者数における女性割合は、令和３年から令和６年にかけて拡大してい
る。今後も左記の取組を継続して行い、業務説明会における内容面の充実や女性向
けのイベントの拡充についても検討する。

・毎年、ライフイベントや転勤等が控える若手女性職員に対し、人事課による面談を実施
して職員一人一人の個別事情を把握し、不安の解消や職員の事情に応じた適切なアドバイ
スの付与、適切な人事配置の検討に取り組んでいる。

・出産・育児期を終えた女性職員に対しては、出産・育児期に不足している経験等があれ
ば丁寧に聞き取るなどした上で、それらを補うような人事配置を行っている。

・毎年、出産・育児期の者を含めた女性職員に今後のキャリアパスに関するヒアリングを
行い、ヒアリングを踏まえた人事配置や研修参加者としての選定を実施している。

・妊娠中職員が勤務する上での悩みや精神的負担の解消を目的として、妊娠中職員が出産
経験者に対し、人事課が関わらない形で自由に個人的な相談・情報交換できるように、出
産経験者を「ピアサポーター」として紹介した。

・女性職員へのヒアリングを踏まえて、各職員に対する適切なアドバイスの付与や
柔軟な人事配置を実施することで、今後のキャリアパスについて抱える不安等を解
消すると同時に、業務に対するモチベーションの維持・向上に貢献した。

現状：96.9％（令和６年３月31日）

４．仕事と育児等の両立支援

男性職員の育児休業取得率

現状：100.0％（令和５年度）

男性職員の「男の産休」（配偶者
出産休暇・育児参加のための休
暇）取得率

合計５日以上の取得率
目標：100％（毎年度）
現状：63.2％（令和５年度）
目標設定時：92.6％（令和元年度）

【キャリア形成に関する取組】
・令和６年度に、若手職員のキャリア形成支援の一環として、転勤に関する情報提供（先
輩職員の経験談等を紹介する説明会の実施や地方事務所等の紹介資料の周知）を行った。

・令和３年度から令和６年度において、期首・期末面談及び身上申告書に補足して、入局
１年目及び３年目の若手職員に対するヒアリングを行い、現状の職務に対するギャップの
有無やキャリア形成における任用上の希望を確認した。また、令和４年度及び令和６年度
においては、各地方事務所において若手職員、補佐級職員等に対するヒアリングを行い、
地方事務所の雰囲気や転勤についての希望を確認した。

・令和５年５月以降の人事異動の内示に当たって、管理職から職員に対して異動趣旨を説
明することを通じて、人事異動への納得感の向上に努めている。

・令和６年度においては、身上申告書の様式を見直して記載内容を充実させるとともに、
所属課室長のみだった閲覧権者の範囲を部局長まで広げる等の改善を行った。また、身上
申告書は基本的に毎年12月の提出のみだったところ、３月と６月に更新依頼を行うことと
した。

・令和６年度において、全職員向けの任用に係る説明会を実施し、人事異動を検討する際
の基本的な観点や、人事課が人事異動案を策定する際の身上申告書の重要性を説明した。

・令和３年10月の人事評価制度改正後から、管理職に対し、期首・期末面談において部下
職員の具体的な「秀でている点（強み）や改善点（弱み）」を事実に即して示し、来期・
将来に向けてどのようなところを伸ばすべきかや、伸ばすためのヒントをしっかりと
フィードバックし、部下職員の成長を支援するよう促すとともに、内閣人事局作成の「面
談ガイドライン」を参照するよう再周知した。

【キャリア形成に関する取組】
・転勤に関する情報提供について、若手職員を対象に実施したアンケートでは、８
割以上の職員が参考になったと回答した。また、若手職員へのヒアリングにおいて
も、地方転勤に係る説明会に参加したことで地方転勤への関心が高まったという声
があり、職員が自身のキャリアを検討する上で有益な機会になったと考えられる。
今後も職員のニーズの把握に努め、若手職員のキャリア形成に資する情報提供の実
施を検討する。

・若手職員や地方事務所における職員に対するヒアリング結果について、より実情
に即した人事配置を行うための参考資料となった。今後、職員へのヒアリングにつ
いて、キャリアパスに関する情報を職員に提供するなど内容の充実を図るととも
に、適切な職員の人事配置を行うための更なる情報収集に資するよう、対象、実施
方法等について検討する。

・異動趣旨の説明を行うことによる、職員の人事異動への納得感の向上について、
現状を把握する方法を検討するとともに、より業務に対する納得感の向上につなが
るような方法を検討する。

・身上申告書について、提出様式や方法等を見直すとともに、人事異動検討の際の
参考資料としての重要性を周知することで、職員の、身上申告書の記載が充実し
た。また、職員の置かれている詳細な状況が記載された身上申告書を踏まえて人事
配置を行った。

３．マネジメント改革

【全体】
目標：35％超（毎年度）
現状：58.6％（令和７年４月１日）
目標設定時：55.6％（令和２年４月１日）

【総合職】
目標：35％超（毎年度）
現状：50.0％（令和７年４月１日）
目標設定時：50％（令和２年４月１日）

【技術系区分】
該当なし

女性の登用目標

【本省課室長相当職】
目標：12％程度（令和７年度末）
現状：6.5％（令和６年７月１日）
目標設定時：10.4％（令和２年12月１日）

【地方機関課長・本省課長補佐級相当職】
目標：11％程度（令和７年度末）
現状：10.7％（令和６年７月１日）
目標設定時：8.1％（令和２年12月１日）

【係長相当職（本省）】
目標：32％程度（令和７年度末）
現状：37.9％（令和６年７月１日）
目標設定時：28.9％（令和２年12月１日）

５－１.女性の採用の拡大

５－２.女性の登用目標達成に向けた計
画的育成

女性の採用目標

子の出生後１年以内に育児に伴う
休暇・休業を１か月以上取得した
男性職員の割合



【府省等名：公正取引委員会】

具体的な取組時期・内容 具体的な成果・課題・今後の取組

国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画等のフォローアップ
（令和７年度）

項目

・ワークライフバランス関係業務の推進体制を、令和５年11月から、補佐、係長、係員の
３名以上に拡充し、ワークライフバランス担当班を新設した。事務総長、総括審議官及び
人事課長の下、ワークライフバランスに関する業務を、途切れなく恒常的に推進できる体
制を整えることができた。

・育休の承認の発令等のワークライフバランスに係る任用業務を円滑に行うため、任用担
当者とワークライフバランス業務担当者との間で、育児休業の取得や職場復帰に係る各種
申請について共通の局内スレッドを活用する等、適切に情報共有を行っている。

・任用担当者とワークライフバランス業務担当者の間で密に連携することで、互い
に育児休業の取得や職場復帰をする職員について迅速に情報を共有し、職員に対し
円滑な情報共有を行うなどのサポートを行うことができた。

調
査

【時期・対象者の職位】
年に１度、総局内（地方事務所・支所を含む。）の指定職級職員（令和３年度以降）及び
課室長級職員を対象に実施。

【調査・分析のツール】
省内ポータルのアンケート機能による調査、Excelにて分析。

【観察結果の対象者へのフィードバック方法】
（令和５年度まで）人事課から対象者本人に結果を伝達。
（令和６年度）人事課から対象者の上司に結果を送り、対象者の上司から対象者に結果を
伝達。

【その他備考等（令和６年度に実施した新たな取組等）】
結果を対象者本人ではなく、上司を通じて伝達する方法に変更（予定）。

・対象者に多面観察の結果を伝達することで対象者の気付きを促し対象者のマネジ
メント能力が改善するきっかけになった。

調
査

【時期・対象者】
令和３年度から、年に一度、本局の課長補佐級以下の職員及び地方事務所・支所の課長補
佐級以下の職員を対象に実施。

【調査・分析のツール】
内閣人事局が作成した調査票作成・集計ツールにより実施。

【フィードバック】
総局内の電子掲示板に調査結果を掲示し周知（予定）。

【結果の活用】
人事課内で共有を受けた職員アンケート、エンゲージメントサーベイに係る調査結果等を
受けて、これらを参考に研修のテーマを検討し、新任管理職研修（マネジメント能力向上
等）やワークライフバランスの推進やハラスメント防止等のための管理職研修を実施。

【その他備考等（令和６年度に実施した新たな取組等）】
外部業者に調査を委託して実施。対象者を全職員（管理職、非常勤職員を含む。）に拡
大。

・令和７年度も同様にエンゲージメントサーベイを実施（ただし外部業者への委託
はしない）し、幹部職員・管理職員のマネジメントの現状、職員のモチベーション
等を的確に把握する。

・集計結果を分析し、職員のエンゲージメントに影響を与えている要因について明
らかにし、それらの結果も踏まえながら職場の改善施策に取り組んでいくこととし
た。また、令和６年度エンゲージメント調査の結果とその結果を踏まえた取組の公
表に向けた検討を行った。

６．推進体制・実態把握

多面観察の実施状況

職場や職員の状況を把握するため
の調査（エンゲージメントサーベ
イ、モチベーションサーベイ等）
の実施状況




